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三重県歯科医師会の取組

○ 平成２３年度における取組と評価

（健康づくり一般）

① 地域における歯科保健の推進を目的とした「地域８０２０運動推進協議会」を鈴鹿、

松阪、南勢志摩、紀南、伊賀の５地区で計８回開催しました。

② 歯の衛生週間を通じて口腔の健康に関する啓発活動を行いました。

・母と子のよい歯のコンクール

・よい歯の児童生徒の審査並びに表彰

・歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール

・歯科医師会各支部が実施する歯の衛生週間事業並びに無料

健診・相談など

③ 第１６回三重県歯科保健大会（鈴鹿市）では８０歳以上で２０本以上歯を維持して

いる方を対象にしたコンクールの優秀者を表彰しました。８０２０達成者の応募は

４０６名に増加しました。

④ 三重県の主催する「子育て応援！わくわくフェスタ」などに協力し、多くの参加者

に歯科保健の啓発を行いました。

⑤ 児童・保護者・教職員等が口の健康について正しい知識をもち、適切な歯科保健行

動を実践できるように「学校歯科保健指導」を１９校の小・中学校で行いました。

⑥ ６歳臼歯保護の観点から、フッ化物洗口の正しい知識と適切な実践方法を広く普及

するために県内１１施設、３６３名の幼児を対象にフッ化物洗口推進事業を行いま

した。

⑦ 歯・口の健康と食生活の関連についての認識を深め、適切な食習慣の形成を進める

ため食育推進会議を開催し、食育講演会には８６名が参加しました。また、食べる

こと、噛むことを通して子どもたちの健全な育成の支援を行う目的で、かむかむク

ッキングコンクールを開催し、栄養バランスを考慮した「噛みごたえのある子ども

向け料理レシピ」８２８点の応募がありました。

（介護予防対策）

① 高齢者の健康の維持・増進、健康寿命の延伸を目指し「介護予防」「口腔機能の向

上」というテーマで実技習得の為、実践研修会を２病院で９回開催しました。また

口腔ケアに関する地域医療連携を確立するために県内介護老人福祉施設・介護老人

保健施設における入所者に対する口腔ケアの実態調査を行いました。

② 歯科医療連携のあり方について協議するため「口腔ケアステーション連絡協議会」

を開催し、歯科医療連携研修会には８３名が受講しました。

（その他）

① みえ歯―トネット運営協議会により障がい児（者）歯科保健医療の充実、ＱＯＬの

向上を図りました。みえ歯―トネットの協力歯科医院は１２５ヶ所となり、２回の

研修会には計１８３名が参加しました。障がい児（者）施設への歯科保健指導を１
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８施設、４５８名に行いました。

② 学校歯科保健関係者を対象に「噛む意識を高めるための食育指導」等をテーマに講

習会を開催し、９６名が受講しました。

③ 学校歯科保健の推進を図るため、学校歯科保健先進校への視察研修を行い、学校関

係者・行政関係者・歯科関係者等１８名が参加しました。

④ 子どもが健やかに育つ環境づくりの為、歯科治療が困難な状況になりやすい要保護

児童に対し、北勢・中勢児童相談所にて年間１８回の口腔内診査・歯科保健指導を

行いました。

⑤ 児童虐待に関する生活習慣の調査として要保護児童スクリーニング指数調査を行い

ました。

⑥ 災害対応における高齢者への食支援および口腔ケアをテーマに研修会を開催しまし

た。

○ 平成２４年度における取組

（健康づくり一般）

① 地域における口腔保健の推進のために「地域８０２０運動推進協議会」を開催し、

地域性を踏まえた保健対策の実現を目指します。

② 歯の衛生週間に関連して、歯・口腔の健康に関する各コンクールや無料健診・健康

相談などを実施し、県民の口腔の健康づくりを推進します。

③ 県民の方々の口腔の健康づくり意識の高揚のために第１７回三重県歯科保健大会を

開催します。

（生活習慣病予防）

① 妊産婦への健診・歯科保健指導によって母親自身の生活習慣病予防と子どもの健全

な口腔機能の維持に繋げます。

② 子どもたちが健全な食生活を実践できるように噛むことを通した食育支援を行いま

す。

③ 全身疾患と関連の深い歯周病の予防を推進します。また個々の健康に関わる生活習

慣や環境を改善し、歯周病はもとより、生活習慣病の予防を目指します。

④ 成人食支援研修会を開催します。

（介護予防対策）

① 住民に対する訪問歯科診療と口腔ケアによる介護予防事業が円滑に行われるよう他

職種医療関係者と連携体制づくりを進めるとともに、人材育成のため研修会を開催

します。

（その他）

① みえ歯―トネットを通して障がい児（者）の歯科医療に対しての課題の解決を目指

します。
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② 要保護児童に対し、北勢・中勢児童相談所にて口腔内診査・歯科保健指導を行いま

す。

③ 災害時の歯科保健医療への対応として、災害に備えた体制整備を行います。


